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☆特許庁人事異動 ……………………………… ⑻
☆IoT/５G時代の標準必須特許の活用と対応　第２回

近年の訴訟における FRAND実施料算定アプローチの比較分析 ⑴

１．はじめに
　本連載第２回は、標準必須特許（以下、必須特
許）の実施料（以下、FRAND実施料）の算定方法に
ついて考察する。特許庁は、2018年に「標準必須特
許のライセンス交渉に関する手引き」を公開した１。
その目的は、無線通信の分野等における必須特許の

ライセンスに関し、透明性と予見可能性を高めると
ともに、特許権者と実施者との間の交渉を円滑化し、
紛争を未然に防止し早期に解決することとされてい
る。２,３

　本稿では、同手引きで整理された情報を踏まえて、
近年の裁判例におけるFRAND実施料（実施料率）

近年の訴訟における近年の訴訟における
FRAND実施料算定アプローチの比較分析FRAND実施料算定アプローチの比較分析

東京工業大学 弁理士　　　　　　　　　 小林　和人
サイボウズ株式会社 IPTech特許業務法人 上池　　睦
東京理科大学理学部第一部　教授　　　　 平塚　三好

IoT/５G時代の標準必須特許の活用と対応　第２回IoT/５G時代の標準必須特許の活用と対応　第２回

直 也


